
 
 

 

 

 

 

 

安倍首相が施政方   

２月市議会で市長が市政運営方針を語りました。

その要点は減少傾向にある枚方市の人口をいかに

して増やしていくのかという問題意識から出発し

ています。しかしこの発想は誤っています。まずそ

こで暮らす市民の生活向上を最優先に考えるべき

で、市民が豊かに生き生きと安心して暮らしている

枚方市になっていけば、結果として人は集まり、転

出する人も減っていくのではないでしょうか。この

視点で見ると、高齢者施策について全く取り組む気

がないことがわかります。「地域包括ケアシステム

の構築をさらに推進」と、国が進める「自助・共助」

にもとづき、自己責任や地域の問題は地域で解決す

ることが強調されます。それは「公助」という本来

責任を負うべき行政がその責任を果たさず、民間に

丸投げという方向性です。高齢者が元気になるため

には、一律に「体操教室」に通うのではなく自由に

思うところに外出ができる、その基盤整備こそが大

事なのではないでしょうか。バスカードが廃止され、

それに変わる新たな助成を考えるということです

が、大幅な財政支援で

高齢者一人一人の多様なニーズにこたえる外出支

援策が求められています。また「徹底した市政改革」

を推進するとして、指定管理者制度の導入拡大、市

役所窓口業務の民間委託化、事務事業・補助金の廃

止や見直しに取り組むとしています。しかし図書

館・生涯学習市民センターの指定管理者制度導入や

図書館分室の見直し、シルバー人材センターの駐輪

場業務からの追い出し、駐車場の有料化、市民ふれ

あい農園の委託料補助金廃止等々、市民の身を切る

「改革」を次々行いながら、市民との「協働による

まちづくり」や「将来世代に大きな負担を残さない」

とも語っています。市民との信頼関係がないところ

で「協働によるまちづくり」はあり得ないし、また

貴重な市民の財産を民間に売り渡していけば、それ

こそが「将来世代に大きな負担を残す」ことになる

のではないでしょうか。 

私たちは、粘り強く伏見市政に物申していきます。 

 「安倍９条改憲Ｎ

Ｏ・平和憲法を生か

そう・沖縄に基地は

いらない」。第２回

市民パレードは約

１００人の参加で大

成功。元気な声が

楠葉の街に響きま

した。（３/４） 

市民の身を斬り 行政責任を放棄 維新市政 
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意見 

２０１８年３月１５日 

第 １２９ 号 

平和で豊かな枚方を 

市民みんなでつくる会 

平和が 

いちばん 



ホ ッ と 

タ イム 

２月２１日 映画「カサブランカ」鑑賞 市民会館での上映会。ナチ占領下での切ない恋を描き

ながら、市民の反ナチの思いと行動を静かに描く。ナチに対抗して居合わせた多数の客がフラン

ス国歌を歌うシーンは何度観ても感動的だ。改憲狙う安倍政権、戦争の足音が聞こえるようだ。

「戒厳令条項」の追加はナチ政治の再来だ。戦争と人権侵害の動きに、市民はしたたかに闘う。 

２月２５日 手話言語条例制定に向けての学習会 枚方市聴力障害者協会主催で第２回目、昨年

に続いての参加。聴覚障害者は手話で意思疎通を図っている。障害者権利条約で「手話は言語で

ある」と明記された。「手話の理解並びに普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築

に関し、基本理念を定め、市と市民の役割を明らかにするとともに･･･ろう者とろう者以外の者が

共生する地域社会を実現する」と言語条例案1条に書かれている。誰もが共に生きていく枚方市

をつくるためにもこの条例の制定は必要だ。 

２月２６日 枚方市議会開会 市長が市政運営方針発表。「未来につけを残さない」と民営化を

推進する。その最たるものとして生涯学習市民センター・図書館から市職員がいなくなる。市民

との協働はどうなるのか。それこそ「未来につけを残す」愚挙だ。 

３月３日 「市民の会」第12回総会 「安倍改憲ＮＯ！3000万署名」で改憲を止めること、市民を切り捨てる伏見

市政に対し大事なことは市民が決める市政を目指すこと、来年の市議会議員選挙勝利に向けて取り組みを進めること

を確認。ご支援ご協力お願いします。 

 ３月４日 「平和憲法をいかそう 沖縄に基地はいらない」くずは市民パレードに参加 私も改憲ＮＯのアピール

を行った。100名近い皆さんと「9条改憲ＮＯ！ 沖縄新基地建設反対」の声を楠葉の街に響かせました。小さな子

どもからお年寄りまで、平和への思いがあふれていた。4月 1日には「憲法 9条改憲NO ! 3000万人署名を目指す

枚方市民アクション」発足集会が開催される。「改憲ＮＯ」の声をさらに広げよう。 

２月２８日 ２月分議員報酬から 217,400円を大阪法務局に供託 私は政務活動費は一円も受け取っていません 

  

前川喜平さん講演で安倍内閣へ更なる怒りが 

 
先日、京田辺市で開催された前川さ

んの講演会に参加しました。前川さんは、福島県と神奈

川県の自主夜間中学でボランティアをしながら、全国に

３１校しかない公立夜間中学を増やす活動にもかかわっ

ておられるとのこと。何より印象的だったのは、元官僚

のトップでありながらとても平易な言葉でわかりやすく

話されたことです。難しい専門用語を使うのではなく市

民目線、国民目線で語りかけてくれる前川さんに、改め

て加計問題での勇士としての前川さんにとどまらない、

秘められた素朴さや、人柄を感じることができました。   

それを何より強く表しているのが「教育行政の責任者

だった者として、十分な学習の機会を与えられずに年を

重ねられた方々に対して、心の底から謝らなければいけ

ないと思っています」という前川さんの言葉です。「学

習の権利」を保障することがいかに大切であり、それを

保障するために「夜間中学」が国籍や年齢に制限を設け

ることなく、あらゆる人々の「学び」

を保障する場にならなければなりませ

ん。今日的には不登校の問題や、日本で働き暮らす外国

人が増えている状況の中、その重要性は一層増していま

す。それを可能とする法律（「教育機会確保法」）はで

きましたが、と同時にそれを内実のあるものにしていく

ための運動の必要性も強調されました。 

このような方が文科省のトップにおられたことは、少

なからず希望を感じましたが、その後の文科省はどうな

っているのでしょうか。また厚労省の「働き方改革」に

かかわる不適切データーの問題、森友問題をめぐる財務

省の文書書き換え疑惑など次から次へと国民を愚弄する

事実が明らかになってきています。これ以上、安倍内閣

の延命を許せば、私たちの命が削られてしまいます。憲

法９条改憲反対の声と共に安倍内閣への怒りを更に大き

く広げていきたいと思います。

 

〒573-0027          平和で豊かな枚方を市民みんなでつくる会 

枚方市大垣内町    共同代表 鈴木めぐみ（親と子のリズム遊び講師） 

２丁目８－２７        奥村 秀二（弁護士） 

シンエービル別館Ａ        おおた幸世（枚方市平和無防備条例を実現する会） 

市民の広場ひこばえ  事務局長  手塚 隆寛（枚方市会議員） 

TEL&FAX    事務局次長 松田 久子（「すずらんの集い」代表） 

072-846-8780    メールアドレス：hiratkatasiminnokai@yahoo.co.jp    「会」のシンボルマーク 
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